
好生館での処遇・宿舎・当直・研修手当について

（ 臨床研修病院ガイドブック WEB 2024 より引用 ）

下記の基本給に、当直などを加味した

“研修医手当”（一年次８万円、二年次

10万円）が別途支給されます。医師の

働き方改革に対応して 上記を超えた

時間外勤務手当も、一定の基準で 

上乗せ されます。

※時間外勤務が 100時間／月を超えると、面接指導を受ける必要があります。
勤務間インターバルが確保できない時、事後的に「代償休息」を付与します。

研修医の時間外労働

の想定上限時間数は

960時間／年を想定

基本手当



令和6年度～：働き方改革に対応した時間外勤務手当



時間外活動内わけと時間数／月 （COMPANY）

内訳 1 ～ 内訳 4 が 時間外業務（労働）に該当 内訳 5 は 自己研鑽
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時間外手当と健康管理 （HPの研修規定にアップ）
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